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三 監 第 5 3 号 

平 成 3 1 年 1 月 2 2 日 

 

 三 島 市 長  豊 岡 武 士 様 

 三 島 市 議 会 議 長  鈴 木 文 子 様 

 三島市教育委員会教育長  西 島 玉 枝 様 

 

  

三島市監査委員 亥 角 裕 巳 

  

 

三島市監査委員 松 田 吉 嗣 

 

 

定期監査の結果について（報告） 

 

地方自治法第１９９条第４項の規定により、平成３０年度定期監査[工事監査] 

（第６号）を実施したので、その結果を同条第９項の規定により次のとおり報告 

します。 

 

記 

 

１ 監査の対象 

   

  教 育 推 進 部  郷土文化財室 

  計画まちづくり部  水と緑の課 

 

２ 監査の対象工事 

  

 (1) 史跡山中城跡再整備工事 

  

３ 監査の期間 

 

平成３０年８月２７日から平成３０年１２月３日まで 

 

４ 監査の範囲 

 

平成３０年１０月２３日現在、施工中又は施工予定の監査対象工事のうち、監

査委員が指定したもの。  
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５ 監査の方法 

 

  監査の対象工事に係る計画、設計、施工等が適切かつ効果的に執行されている

か工事関係書類を審査するとともに、工事現場の実地調査を行った。 

  なお、技術調査業務を協同組合総合技術士連合に委託し、技術士の派遣を求め

実施した。 

 

６ 監査の結果 

 

監査の対象工事を監査した結果、当該工事は適正に実施されているものと認め

た。 

なお、工事関係書類について、サンプリングによる書類の確認および関係者へ

の質疑応答を踏まえ、技術的事項の実施状況について調査を行った。 

  当該監査結果における指摘事項及び意見・要望は、次のとおりである。 

  

    【指摘事項】  なし 

    【意見・要望】   

     ① 作業現場での安全衛生が確保されるよう、これまで以上に法令に基

づいた指導に努められたい。 

 

 


